
        山 梨 県 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱  

  （ 目   的 ）  

第 １     こ の 要 綱 は 、在 宅 重 度 心 身 障 害 者（ 以 下「 障 害 者 」と い う 。）の 日 常 生  

     活 環 境 を 改 善 す る た め に 、障 害 者 の 専 用 居 室 及 び 浴 室 便 所 等（ 以 下「 専 用   

    居 室 等 」と い う 。）を 整 備 す る 場 合 、必 要 な 経 費 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 で    

    補 助 す る こ と に よ り 、 障 害 者 の 福 祉 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

        こ の 補 助 金 の 交 付 に 関 し て は 、山 梨 県 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 ３ ８ 年 山  

     梨 県 規 則 第 ２ ５ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

  （ 補 助 対 象 障 害 者 ）  

第 ２     こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 障 害 者 は 、肢 体 不 自 由 に よ る 身 体 障 害 者  

     手 帳 １ 級 又 は ２ 級 、あ る い は 療 育 手 帳 Ａ の 所 有 者 で 年 齢 １ ８ 歳 以 上 で 日 常   

     生 活 に お い て 常 時 介 護 を 要 す る 者 と す る 。  

        た だ し 、１ ５ 歳 以 上 、１ ８ 歳 未 満 の 者 で も そ の 介 護 の 実 情 か ら 特 に 居 室  

     整 備 の 必 要 性 の 高 い も の に つ い て は 対 象 と す る 。  

  （ 補 助 金 交 付 の 対 象 者 ）  

第 ３     こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 者 は 、山 梨 県 内 に 住 所 を 有 す る 第 ２ に 定 め る 障  

     害 者 又 は そ の 者 と 同 居 す る 者 と し 、障 害 者 の 生 活 環 境 の 改 善 な い し は 、介   

     護 の 軽 減 を 図 る た め に 専 用 居 室 等 の 整 備 の 必 要 度 の 高 い も の と す る 。  

        た だ し 、前 年 度 分 の 所 得 税 額 が ２ ８ ７ ，５ ０ ０ 円 を 超 え る 世 帯（ 更 生 医  

     療 の 給 付 又 は 補 装 具 の 交 付 若 し く は 修 理 を 受 け る 者 の 負 担 す べ き 額 の 徴 収  

     基 準 額 表 の Ｄ 12以 上 ） に 属 す る 者 は 除 く 。  

    ま た 、 同 一 の 建 物 に 複 数 回 適 用 す る こ と は で き な い 。  

  （ 補 助 対 象 事 業 費 ）  

第 ４     補 助 対 象 事 業 費 は 専 用 居 室 等 を 改 造 、 改 築 又 は 増 築 す る 事 業 と す る 。  

    ２   前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、専 用 居 室 等 の 工 事 と 併 せ て 同 一 世 帯 の 家 屋 を  

      改 造 、改 築 又 は 増 築 す る 場 合 に は 、全 体 の 工 事 延 床 面 積 が ５ ０ ㎡ 以 上 と な

   る と き は 補 助 対 象 事 業 と し な い 。  

        た だ し 、災 害 そ の 他 特 別 の 事 情 に よ り 、特 に 知 事 が 必 要 と 認 め る 場 合 に  

     は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と が で き る 。  



    （ 補 助 基 準 額 ）  

第 ５     補 助 対 象 費 目 、 種 目 及 び 基 準 額 は 次 の と お り と す る 。  
 

 費  

 目  

   種         目   ㎡ 当 り 基 準  

 単 価 （ 円 ）  

 基 準  

 面 積 （ ㎡ ）  

 基 準 額 

     （ 円 ）  

 限 度 額 

     （ 円 ）  

 工  

 

 事  

 

 費  

 専 用 居 室 

 浴 室 ・ 便 所 

 玄             関  

 洗 面 所 

 台             所  

 天 井 走 行 リ フ ト 

   68,600  

   89,300  

   68,600  

   89,300  

   89,300  

   13.24  

    6.63  

    2.00  

    2.00  

    8.93  

   909,000  

   592,000  

   138,000  

   179,000  

   797,000  

   987,000  

 

 

 1,550,000  

 

 設  

 

 

 

 備  

 

 

 

 費  

 洋 式 便 器 

 浴             槽  

 ｼ ｬ ﾜ - ｾ ｯ ﾄ  

 湯 沸 器 

 浄 化 槽 

 キ ッ チ ン セ ッ ト 

 そ の 他 当 該 障 害 者  

 が 住 宅 の 設 備 、 構  

 造 等 を そ の 障 害 者  

 に 適 応 す る よ う 整  

 備 す る た め の 設 備  

   （ ロ － タ ン ク ）  

   （ ２ ６ ０ ㍑ 程 度 ）  

   （ ハ ン ド シ ャ ワ － ）  

   （ 7,000 ｋ cal ／ H ）  

   （ ５ 人 槽 ）  

    67,000  

    74,000  

    35,000  

    86,000  

   150,000  

   404,000  

   150,000  

 

 

 

 

   450,000  

 

  ２   前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 障 害 者 の 障 害 状 況 並 び に 生 活 環 境 等 の 実 情 に  

    よ り 、 上 記 の 基 準 に よ り 難 い と 特 に 知 事 が 認 め た 場 合 に は 、 合 計 限 度 額 の  

    範 囲 内 に お い て 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と が で き る 。  

  ３   基 準 額 の 計 が ５ 万 円 未 満 の 場 合 は 補 助 の 対 象 と し な い 。  

  （ 補 助 金 交 付 額 ）  

第 ６     補 助 金 の 交 付 額 は 、第 ５ に よ る 種 目 ご と の 基 準 額 と 種 目 ご と の 実 支 給 額  

     と を 比 較 し て 、少 な い 方 の 額（ 以 下「 補 助 対 象 基 本 額 」と い う ）の 合 計 額   

    （ 費 目 ご と の 合 計 額 は 限 度 額 の 範 囲 内 と す る ）に 、次 の 各 号 の 割 合 を 剰 じ    

    て 得 た 額 と す る 。  

        た だ し 、そ の 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ を 切 り 捨 て た 額 と  

     す る 。  

      （ １ ）補 助 対 象 基 本 額 の う ち ６ ０ 万 円 以 下 の 額 に つ い て は 当 該 申 請 者 の 属  

         す る 世 帯 の 所 得 状 況 に 応 じ て 次 の 割 合 を 剰 ず る 。  

          （ イ ） 市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯                     １ ０ 分 の １ ０  

          （ ロ ） 所 得 税 非 課 税 で 市 町 村 民 税 均 等 割 世 帯       １ ０ 分 の   ８  



          （ ハ ）所 得 税 非 課 税 で 市 町 村 民 税 所 得 割 世 帯       １ ０ 分 の   ６ ．５  

         （ ニ ） 所 得 税 課 税 世 帯                           １ ０ 分 の   ５  

      （ ２ ）補 助 対 象 基 本 額 の ６ ０ 万 円 を 超 え 、２ ０ ０ 万 円 ま で の 額 に つ い て は  

         ２ 分 の １ を 剰 ず る 。  

    ２  対 象 者 が 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） に よ る

   居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 又 は 居 宅 支 援 住 宅 改 修 費 の 支 給 が 受 け ら れ る 場 合 に は 、

   そ の 支 給 限 度 額 を 控 除 す る も の と す る 。  

   ３  対 象 者 が 他 の 法 令 等 に よ り 専 用 居 室 等 の 整 備 の 補 助 を 受 け ら れ る 場 合 は 、

   そ の 補 助 の 限 度 額 を 控 除 す る も の と す る 。  

  （ 補 助 金 審 査 会 ）  

第 ７     知 事 は 、こ の 補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 審 査 、指 導 、助 言 及 び 検 査 等 を  

     行 う た め に 、関 係 行 政 機 関 等 の 職 員 に よ る 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 補   

     助 金 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 ） と い う 。 ） を 県 保 健 福 祉 事 務 所 に 設 置 す る

   も の と す る 。  

  （ 専 用 居 室 等 整 備 計 画 の 協 議 ）  

第 ８     こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 専 用 居 室 等 を 整 備 し よ う と す る 者 は 、在 宅 重  

     度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 協 議 書（ 第 １ 号 様 式 ）（ 以 下「 協 議 書 」と い う 。）   

    を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。  

    ２   知 事 は 、協 議 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、そ の 内 容 に つ い て 必 要 に 応 じ 審  

     査 会 の 意 見 を 聴 き 、 必 要 な 指 導 、 助 言 を 行 う も の と す る 。  

  （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ９     こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、第 ８ の ２ 項 の 指 導 助 言 に 基 づ  

     き 専 用 居 室 等 の 整 備 計 画 を 作 成 し 、こ れ に 基 づ く 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室   

    整 備 費 補 助 金 交 付 申 請 書（ 第 ２ 号 様 式 ）（ 以 下「 申 請 書 」と い う 。）を 知  

  事 に 提 出 す る も の と す る 。  

  （ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 １ ０   知 事 は 、申 請 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、そ の 内 容 に つ い て 必 要 に 応 じ 審  

     査 会 の 意 見 を 聴 き 、補 助 金 の 交 付 の 可 否 に つ い て 決 定 す る も の と し 、そ の   

    結 果 を 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  



  （ 補 助 金 の 交 付 条 件 ）  

第 １ １   補 助 金 の 交 付 条 件 は 次 の と お り と す る 。  

      （ １ ） 別 添 の 居 室 整 備 計 画 に よ る 整 備 事 業 で あ る こ と 。  

      （ ２ ）補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の 種 目 間 の 配 分 又 は 補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 を  

         す る 場 合 は 事 前 に 知 事 の 承 認 を 受 け る こ と 。  

      （ ３ ）補 助 事 業 を 中 止 し 、又 は 廃 止 す る 場 合 は 、事 前 に 知 事 の 承 認 を 受 け  

         る こ と 。  

      （ ４ ）補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 す る 見 込 み の な い 場 合 、又 は 補 助 事  

         業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 に は 、す み や か に 知 事 に 報 告 し て そ の 指   

        示 を 受 け る こ と 。  

      （ ５ ）補 助 事 業 の 完 了 以 前 に 本 補 助 金 交 付 要 綱 の 目 的 が 達 せ ら れ な い 状 況  

         に な っ た 場 合 は 、 す み や か に 知 事 に 報 告 し て そ の 指 示 を 受 け る こ と 。  

      （ ６ ）補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、完 了 後 一 ケ 月 以 内 又 は 当 該 年 度 の 翌 年  

         度 の ４ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備  

         費 補 助 事 業 実 績 報 告 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。  

      （ ７ ） そ の 他 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項 。  

  （ 補 助 金 の 支 払 い 方 法 ）  

第 １ ２   こ の 補 助 金 は 概 算 払 い で き る も の と す る 。  

  （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ３   知 事 は 、当 該 事 業 が 本 要 綱 の 規 定 又 は 補 助 金 交 付 の 条 件 に 違 反 し て 行 わ  

      れ た 場 合 は 、当 該 申 請 者 に 対 し 、補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る    

     こ と が あ る 。  

  （ 事 前 着 工 ）  

第 １ ４   知 事 は 、当 該 事 業 が 補 助 金 の 交 付 決 定 以 前 に 着 工 さ れ て い た 場 合 は 、補  

     助 金 の 交 付 は 行 わ な い も の と す る 。  

 （ 財 産 の 処 分 の 制 限 ）  

第 １ ５  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し

   た 財 産 に つ い て は 知 事 が 補 助 金 交 付 の 目 的 及 び 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等

   に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） を 勘 案 し て 別 に 定 め る 期 間



   を 経 過 す る ま で は 、 知 事 の 承 認 を 受 け な い で 補 助 金 交 付 の 目 的 に 反 し て 使

   用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

    ２  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 前 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 財 産

   処 分 承 認 申 請 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば

   な ら な い 。  

  ３  知 事 は 、 第 １ 項 の 承 認 を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 原 則 と し て 交 付 し

   た 補 助 金 の う ち 取 得 財 産 等 を 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、譲 渡 し 、

   交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又 は 担 保 に 供 し た 時 か ら 財 産 処 分 制 限 期 間 が 経 過 す る

   ま で の 期 間 に 相 当 す る 分 を 返 還 さ せ る も の と す る 。  

  （ 附   則 ）  

      １ ） こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ １ 年 ６ 月 ２ ６ 日 よ り 適 用 す る 。  

      ２ ） 昭 和 ５ ４ 年 ７ 月 ６ 日 一 部 改 正 。  

      ３ ） 平 成 元 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 一 部 改 正 。  

      ４ ） 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 。  

      ５ ） 平 成 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 一 部 改 正 。  

      ６ ） 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 。  

      ７ ）平 成 １ ７ 年 ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 し 、平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

      ８ ）平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 し 、平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

  山 梨 県 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ の ２ 「 特 に 知 事 が 認

め た 場 合 」  

  １   同 一 世 帯 内 に 山 梨 県 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱（ 以 下  

   「 要 綱 」と い う 。）第 ２ に 該 当 す る 障 害 者 が ２ 人 以 上 同 居 し て い る 場 合 の 専   

   用 居 室 に 係 る 基 準 額 は 、２ 人 目 以 上 １ 人 に つ い て 要 綱 第 ５ の 専 用 居 室 に 係 る  

   基 準 額 の ８ ０ ％ に 相 当 す る 額 を 基 準 額 に 加 算 し 得 た 額 と す る 。  



（ 第 １ 号 様 式 ）  

                    在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 協 議 書  

                                                        年     月     日  

山 梨 県 知 事    長崎 幸太郎  殿  

                                        〒  

                          協 議 者     住   所  

                                    電   話        （      ）  

                                    氏   名                          印  

  在 宅 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、 山 梨 県 在 宅 心 身 障

害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ の １ の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 協 議 し ま す 。  

  （ 添 付 書 類 ）  

  １  申 請 者 の 住 民 票 謄 本  

  ２  申 請 者 の 住 民 票 謄 本 に 記 載 の あ る 者 の 所 得 課 税 証 明 書  
 

 障  

 

 

 害  

 

 

 者  

 氏   名    性   別    生 年  

 月 日  

 T     年     月     日  

 S     （ 満       才 ）  

 職   業    健 康 状 況    補 装 具 使 用 状 況   

 障 害 の 種 類    発 生 原 因   

 手 帳 の 種 類   身 障 ・ 療 育   番     号    等   級   

 介 護 の 状 況  洗 面   食 事   排 便   衣 服 着 脱   入 浴   起 立   歩 行  

   全 介 助 ○     不 要 ×  

   半 介 助 △  

       

 介護保険法の認定   無 ・ 要 介 護 ・ 要 支 援  

 （ い ず れ か を ○ で 囲 む ）  

 要 介 護 の 場 合  

 介 護 状 態 区 分  

 

 協 議 者  障 害 者 と の 続 柄    年 齢       才   職 業   

 

 家  

 族 主  

 状 な  

 況 介  

   護  

   者  

   ○  

   印  

 氏           名   年 齢   職   業   氏           名   年 齢   職   業  

      

      

      

      

 

 
 



 建 物 の 所 有 状 況    自宅・借家（私営・公営）   その他（             ）  

 借 家 の 場 合  改 造 等 に 対 す る 家 主 の 承 諾     承 諾 済     承 諾 可 能  

 工 事 の 種 類  改造・改築・増築・設備のみ・その他（             ）  

 工 事 の 規 模  構 造       造         階 建     床 面 積 合 計  

 既 存 建 物 の 規 模  構 造       造         階 建     床 面 積 合 計  

 工事着工予定年月    工 事 完 了 予 定 年 月   

 
 
 
 

 居  
 
 
 
 
 室  
 
 
 
 
 整  

 
 
 
 
 備  
 
 
 
 
 計  
 
 

 
 
 
 画  

 工 事 の 種 類 等  面 積 あ る い は 種 類      工     事     費  

 
 
 建  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 築  

 専 用 居 室                         円  

 浴 室 便 所                         円  

 玄       関                          円  

 洗 面 所                         円  

 台       所                          円  

 天井走行ﾘﾌﾄ                         円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 
 
 設  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 備  

 洋 式 便 器                         円  

 浴       槽                          円  

 ｼ ｬ ﾜ - ｾ ｯ ﾄ                          円  

 湯 沸 器                         円  

 浄 化 槽                         円  

 ｷ ｯ ﾁ ﾝ ｾ ｯ ﾄ                          円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 合           計                                                 円  

  本 補 助 金                                                円  

 他 の 法 令 等 に 
 よ る 補 助 金 

                   円   借 入 金                   円  

 重 度 心 身 障 害 者  
 居 室 整 備 資 金 

                   円   そ の 他                   円  

 手 持 資 金                    円   合   計                   円  

 



（ 第 １ 号 様 式 の ２ ）  
 

 ① 居 室 整 備 計 画 見 取 図  

 ② 住 所 略 図  

 

 



（ 第 ２ 号 様 式 ）  

                在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 申 請 書  

 

 

                                                          年     月     日  
 

  山 梨 県 知 事    長崎 幸太郎  殿  

 

                                         〒  

                           申 請 者   住   所                
 

                                   電   話                

 
                                   氏   名              印  

 

 

  在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、 山 梨 県 在 宅 重  

度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 申 請 し ま  

す 。  

 

 

                  金                               円  

 

 

（ 添 付 書 類 ）  

 

    １   工 事 （ 設 備 を 含 む ） 見 積 書 及 び 設 計 図  

 

  ２  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 
 

 障  

 

 

 

 害  

 

 

 者  

 氏   名    性   別    生 年  

 月 日  

 T     年     月     日  

 S     （ 満       才 ）  

 職   業    健 康 状 況    補 装 具 使 用 状 況   

 障 害 の 種 類    発 生 原 因   

 手 帳 の 種 類   身 障 ・ 療 育   番     号    等   級   

 介 護 の 状 況  洗 面   食 事   排 便   衣 服 着 脱   入 浴   起 立   歩 行  

   全 介 助 ○     不 要 ×  

   半 介 助 △  

       

 介護保険法の認定   無 ・ 要 介 護 ・ 要 支 援  

 （ い ず れ か を ○ で 囲 む ）  

 要 介 護 の 場 合  

 介 護 状 態 区 分  

 

 申 請 者  障 害 者 と の 続 柄    年 齢       才   職 業   

 



 
 

 建 物 の 所 有 状 況    自宅・借家（私営・公営）   その他（             ）  

 借 家 の 場 合  改 造 等 に 対 す る 家 主 の 承 諾     承 諾 済     承 諾 可 能  

 工 事 の 種 類  改造・改築・増築・設備のみ・その他（             ）  

 工 事 の 規 模  構 造       造         階 建     床 面 積 合 計  

 既 存 建 物 の 規 模  構 造       造         階 建     床 面 積 合 計  

 工事着工予定年月    工 事 完 了 予 定 年 月   

 
 
 

 
 居  
 
 
 
 
 室  
 
 
 
 

 整  
 
 
 
 
 備  
 
 
 
 
 計  
 

 
 
 
 
 画  

 工 事 の 種 類 等  面 積 あ る い は 種 類      工     事     費  

 
 
 建  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 築  

 専 用 居 室                         円  

 浴 室 便 所                         円  

 玄       関                          円  

 洗 面 所                         円  

 台       所                          円  

 天井走行ﾘﾌﾄ                         円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 
 
 設  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 備  

 洋 式 便 器                         円  

 浴       槽                          円  

 ｼ ｬ ﾜ - ｾ ｯ ﾄ                          円  

 湯 沸 器                         円  

 浄 化 槽                         円  

 ｷ ｯ ﾁ ﾝ ｾ ｯ ﾄ                          円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 合           計                                                 円  

 
 
 資  
 金  
 計  
 画  

 本 補 助 金                                                円  

 他 の 法 令 等 に 
 よ る 補 助 金 

                   円   借 入 金                   円  

 重 度 心 身 障 害 者  
 居 室 整 備 資 金 

                   円   そ の 他                   円  

 手 持 資 金                    円   合   計                   円  

 



 

  （ 第 ３ 号 様 式 ）  

 

 

 

            在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 事 業 実 績 報 告 書  

 

                                                          年     月     日  
 

  山 梨 県 知 事    長崎 幸太郎  殿  

 

 

                                         〒  

                           申 請 者   住   所                
 

                                   電   話                

 
                                   氏   名              印  

 

 

  平 成     年     月     日 富 東 福 第         号 で 交 付 決 定 を 受 け た 平 成     年 度
在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 に か か る 事 業 実 績 に つ い て 、 在 宅 重 度 心 身
障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ １ の （ ６ ） の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を 添 え
て 報 告 い た し ま す 。  

 
 

    補 助 金 交 付 決 定 額      金                             円  

   工 事 着 工 年 月 日 

   工 事 完 了 年 月 日 

       平 成       年       月       日  

       平 成       年       月       日  

   総 工 事 費      金                             円  

   工 事 規 模      構造             造           階建  

   工 事 面 積          階       ㎡         階       ㎡  

                         合 計       ㎡  

 
 

 

    （ 支 払 口 座 ）     銀 行     支 店  普 通 ・ 当 座  Ｎ o.         

 

                  ふ り が な  

    （ 口 座 名 義 ）   氏   名  

 

 

    （ 添 付 書 類 ） ①   工 事 （ 設 備 を 含 む ） 請 負 契 約 書 の 写 し 及 び 完 成 図 面  

              ②   工 事 （ 設 備 を 含 む ） の 全 体 及 び 主 要 部 分 の 写 真  

                ③   領 収 書 の 写 し  

                ④   そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 

                             債権者番号

        



 

 
 

 

 

 

 

 居  

 

 

 

 

 室  

 

 

 

 

 整  

 

 

 

 

 備  

 

 

 

 

 実  

 

 

 

 

 

 績  

 工 事 の 種 類 等  面 積 あ る い は 種 類      工     事     費  

 

 

 建  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 築  

 専 用 居 室                         円  

 浴 室 便 所                         円  

 玄       関                          円  

 洗 面 所                         円  

 台       所                          円  

 天井走行ﾘﾌﾄ                         円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 

 

 設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備  

 洋 式 便 器                         円  

 浴       槽                          円  

 ｼ ｬ ﾜ - ｾ ｯ ﾄ                          円  

 湯   沸   器                          円  

 浄 化 槽                         円  

 ｷ ｯ ﾁ ﾝ ｾ ｯ ﾄ                          円  

 そ の 他                         円  

 小       計                          円  

 合           計                                                 円  

 

 
 資  
 

 金  

 

 内  

 

 訳  

 本 補 助 金                                    円  

 他 の 法 令 等 に よ る 補 助 金 
 （            ）  

                              円  

 重度心身障害者居室整備資金                                     円  

 手 持 資 金                                    円  

 借 入 金 （                 ）                                     円  

 そ の 他 （                 ）                                     円  

 
 



 

 

  （ 第 ４ 号 様 式 ）  

 

 

財 産 処 分 承 認 申 請 書  

                                                          年     月     日  

 

 

 

  山 梨 県 知 事    長崎 幸太郎  殿  

 

 

 

                                          〒  

                            申 請 者   住   所                
 

                                    電   話                
 

                                    氏   名              印  
 

 

 

  平 成     年 度 山 梨 県 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室 整 備 費 補 助 金 に 係 る 補 助 事 業 に よ
り 取 得 し た 財 産 を 、 次 の と お り 処 分 し た い の で 、 山 梨 県 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 居 室
整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ ５ 第 ２ 項 に 基 づ き 申 請 し ま す 。  

 

 

 

  １  処 分 し よ う と す る 財 産 の 明 細  

 

 

  ２  処 分 の 内 容  

 

 

  ３  処 分 し よ う と す る 理 由  

 

 

  ４  そ の 他 必 要 な 書 類  

 

 

 

 

 

 

 


